
Ⅱ 毎月勤労統計調査地方調査の説明 

 

 

１ 調査の目的と意義 
 

この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、賃金、労働時間、出勤日数及び雇用につ

いて、三重県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。 

  調査結果は、行政施策の立案にあたっての基礎指標として用いられるほか、一般企業に

おいても労働条件等の決定の判断資料として利用されるなど、労働経済の動きを示す基本

的な資料として重要な役割を果たしている。 

 

２ 調査の対象 
 

この調査は、日本標準産業分類に定める鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，

保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービ

ス業、生活関連サービス業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業

を除く）、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類さ

れないもの）（外国公務を除く）に属する常用労働者（以下の４（３）を参照）５人以上

を雇用する県内の全事業所の中から、産業及び規模ごとに無作為に抽出し、厚生労働大臣

が指定した約８３０事業所を対象に行っている。 

 

３ 調査の期間 
 

  調査の期間は、常用労働者３０人以上の事業所は３年間、常用労働者５～２９人の事業

所は１８か月間である。 

調査期日は、毎月末日現在（給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現

在）である。 

 

４ 主要調査事項の定義 
 

（１）現金給与額     

  賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働

者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額

である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。 

○「現金給与総額」 

  以下に述べる「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額。 

○「きまって支給する給与」（定期給与） 

労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって

支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。 



○「所定内給与」 

「きまって支給する給与」のうち次の「所定外給与」以外のもの。 

○「所定外給与」（超過労働給与） 

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対し

て支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。 

○「特別に支払われた給与」（特別給与） 

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた

給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている

給与で以下に該当するもの。 

・夏冬の賞与、期末手当等の一時金 

・支給事由の発生が不定期なもの 

・３か月を超える期間で算定される手当等（６か月分支払われる通勤手当など） 

・いわゆるベースアップの差額追給分 

 

（２）実労働時間数、出勤日数 

    労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無に

かかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。 

○「総実労働時間数」 

次の｢所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計。 

○「所定内労働時間数」 

労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のこ

とである。 

○「所定外労働時間数」 

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことである。 

○「出勤日数」 

    業務のため実際に出勤した日数。１時間でも就業すれば１出勤日とする。 

 

（３）常用労働者 

   次のうちいずれかに該当する者のことをいう。 

   ・期間を定めずに雇われている者 

   ・１か月以上の期間を定めて雇われている者 

  ○「パートタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち次のいずれかに該当する者のこと

をいう。 

   ・１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者 

   ・１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者より 

も少ない者 

○「一般労働者」 

「常用労働者」のうち、「パートタイム労働者」でない者をいう。 



（４）入職率、離職率（労働異動率） 

  事業所間の流動状況を示すもので、採用（解雇、退職）、出向及び同一企業内の他の事

業所からの（への）転勤によって調査対象事業所に入った（を離れた）常用労働者数を、

前月末常用労働者数で除した値である。 

 

           月間の増加（減少）労働者数 

    入(離)職率＝               ×１００ 

                前月末労働者数 

 

（５）賞与 

  特別に支払われた給与のうち、一般に賞与、ボーナスと呼ばれている給与のことである。 

  調査対象期間を夏季賞与の場合は６月～８月、冬季賞与の場合は１１月～翌年１月に限

定し、それぞれこの３か月分の調査票の調査項目「賞与」をもとに集計している。 

 ○「支給労働者１人平均支給額」 

賞与を支給した事業所における常用労働者１人当たりの平均賞与支給額をいう。 

 ○「支給事業所数割合」 

賞与を支給した事業所数を全事業所数で除した値をいう。 

 ○「支給労働者数割合」 

賞与を支給した事業所の全常用労働者数を全事業所の全常用労働者数で除した値をいう。 

 ○「平均支給月数」 

賞与を支給した各事業所における賞与の所定内給与に対する割合を単純平均したもので

ある。 

 

５ 調査結果利用上の注意 
 

（１）調査結果の表章 

  この年報では、事業所規模５人以上と事業所規模３０人以上に分けて調査結果を表章 

  している。 

 

（２）各数値の算定方法 

    この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして、本県内の「規模５人以上 

  のすべての事業所」とさらにその中の「規模３０人以上のすべての事業所」に対応する 

 よう復元して算定したものである。 

    年平均の数値は、実数については１月～１２月の数値を各月の常用労働者数で加重平 

  均したものであり、指数については各月の数値の合計を単純平均したものである。 

 

（３）調査対象事業所 

○ 事業所規模５人以上の調査結果 

      第一種事業所（事業所規模３０人以上）の約５００事業所と第二種事業所(事業所規模 

５～２９人）の約３３０事業所を合わせた調査結果である。 



○ 事業所規模３０人以上の調査結果 

      第一種事業所の約５００事業所の調査結果である。 

 

（４）指数 

この調査は、調査結果の時系列的利用の便を図るため、作成する統計のうち主要なもの

については、特定の年（「基準年」という。）の平均を１００とする指数を計算し、時系

列統計表の形式で提示することにしている。すでに公表した実数については遡って改訂は

せず、時系列比較は指数により行っている。前年比などの増減率は、特に記載があるもの

を除き、指数等により算出している。このため、実数で計算した場合と必ずしも一致しな

い。 

○指数等の改訂 

・令和４年１月分から令和２年を基準年とした。これに伴い、令和３年までの指数を遡

って改訂しているが、増減率は平成２７年を基準年とした指数で計算したものを提示し

ている。したがって、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致しない。 

 

（５）実質賃金指数の算式 

              三重県名目賃金指数（令和２年基準） 

    実質賃金指数＝                        ×１００ 

                 消費者物価指数 （令和２年基準） 

    （注）消費者物価指数について、平成２７年までは「三重県消費者物価指数（持家の

帰属家賃を除く総合）」を、平成２８年からは総務省統計局が公表している津

市の「消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）」を用いている。 

 

 （６）全国との比較 

   全国結果については、令和５年２月２４日付けで公開された確報値を利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（７）統計表 

  鉱業，採石業，砂利採取業、不動産業，物品賃貸業、複合サービス事業は、調査対象事

業所が少ないため公表していないが、調査産業計には含めて公表している。 

また、製造業中分類及びサービス業中分類にも調査対象事業所が少ないため公表してい

ない産業があるが、それぞれの合計には含めている。 

   統計表の産業名のうち、製造業中分類については次の略称を用いている。 

 

製造業中分類  

略 称 製 造 業 中 分 類 

食料品・たばこ 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 

化学、石油・石炭 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 

プラスチック製品 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

ゴム製品 ゴム製品製造業 

窯業・土石製品 窯業・土石製品製造業 

業務用機械器具 業務用機械器具製造業 

電子・デバイス 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具 電気機械器具製造業 

情報通信機械器具 情報通信機械器具製造業 

輸送用機械器具 輸送用機械器具製造業 

その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 

木材・木製品，家具・装備品，パルプ・紙 
木材・木製品製造業（家具を除く）、家具・装備

品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業 

はん用機械器具、生産用機械器具 はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業 

 

（８）その他 

  ○ 統計表中の数字のうち構成比（％）は、四捨五入してあるため、合計が１００％に

ならない場合がある。 

  ○ 統計表中で用いている符号の意味は、次のとおりである。 

    「＊」──調査事業所数が少ないため、統計法第４０条に基づき秘匿した箇所 

    「－」──該当数字なし、「０」──単位未満 


